
令和 7 年度第 1 回福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会会議 

 

日時：令和 7 年 6 月 18 日（水）15 時 

場所：福岡市総合図書館 3 階 第２会議室 

 

〈 次 第 〉 

1. 開会 

2. 委員紹介、事務局職員紹介 

3. 委員⾧の選出 

4. 議題 

(1) 募集要項案について 

(2) 選定基準案について 

5. 閉会 

 

〈 配 布 資 料 〉 

1. 資料 

(1) 福岡市総合図書館指定管理者募集要項（案） 

(2) 福岡市東図書館指定管理者募集要項（案） 

(3) 福岡市早良南図書館指定管理者募集要項（案） 

(4) 福岡市総合図書館指定管理者選定基準（案） 

(5) 福岡市東図書館・早良南図書館指定管理者選定基準（案） 

 

※会議終了後、資料は回収させていただきます。 

委員の皆様には後日確定版を郵送させていただきます。 

 

2. 参考資料 

(1) 福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会 委員名簿 

(2) 福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会に関する要綱 

(3) 福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会傍聴要綱 

(4) 総合図書館に係る指定管理者制度について 

(5) 選定・評価委員会について 

(6) 指定管理者募集の概要 

(7) 選定スケジュール 
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福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会 

委員名簿 
 

（五十音順・敬称略） 

氏名 所属等 

柴田
し ば た

 久
ひさし

 福岡大学工学部 教授 

武石
たけいし

 誠司
せ い じ

 一般社団法人 福岡県中小企業診断士協会 理事 

宮川
みやがわ

 有
ゆ

希
き

 福岡市市民局男女共同参画部⾧ 

矢崎
や ざ き

 美香
み か

 九州女子大学人間科学部 元准教授 

八尋
や ひ ろ

 理
り

恵
え

 福岡おはなしの会 運営委員 

 

任期：令和 7 年 6 月 10 日 ～ 令和 12 年 6 月 9 日 
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福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会（以下「委員会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について、参考となる意見を述べる。 

（１）指定管理者の募集要項に関すること。 

（２）指定管理者の選定基準に関すること。 

（３）指定管理者の候補者の選定に関すること。 

（４）管理運営業務等に係る評価基準に関すること。 

（５）管理運営業務等に係る評価に関すること。  

２ 委員会は、次の事項について意見聴取を行う。 

（１）指定管理者の候補者からの提案内容に関すること。 

（２）指定管理者からの管理運営業務等の実施状況に関すること。  

３ その他教育長が委嘱する事項  

 

（組織） 

第３条 委員会は、５人以下の委員で組織する。 

 

（委員） 

第４条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が選任する。 

（１）専門的な知識又は経験を有する者 

（２）市職員 

（３）その他教育長が必要と認める者 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に専門的事項に関し知識を有する者の出席を求

めることができる。 

 

（会議の公開、非公開） 

第７条 委員会の会議の公開・非公開については、次のとおりとする。 

（１） 第２条第１項第１号、同項第４号及び第２項第２号に規定する事項に関する会議について

は、公開とする。 

（２） 第２条第１項第２号及び第３項に規定する事項に関する会議については、公開とする。

ただし、その会議の内容が、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支

障が生じると認められるときはこの限りでない。 

（３） 第２条第１項第３号、同項第５号及び第２項第１号に関する会議については、非公開と

する。 

２ 委員会の会議を開催するときは、あらかじめ委員会の名称、日時、場所、議題、公開・非公

開の別その他必要な事項を公表するものとする。 
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３ 第２条第１項第２号及び第３項に規定する事項に関する会議について、非公開とする場合

は、委員会の会議の冒頭において決定するものとする。この場合において、会議を非公開とし

たときは、その理由を明らかにしなければならない。 

４ 公開による委員会の会議は、委員長の許可を得て、これを傍聴することができる。 

この場合においては、傍聴者に対し、会議の資料（非公開情報に該当する部分を除く。）を提

供するものとする。 

５ 委員会の会議に係る傍聴の手続等については、委員長が定める。 

６ 委員会は、指定管理者の選定及び評価過程における公正性、透明性を確保するため、会議の

議事録を作成しなければならない。 

７ 選定の過程及び評価の過程については、会議終了後、議事録等により選定及び評価結果と併

せて速やかに公表するものとする。 

 

（守秘義務） 

第８条 会議を非公開で行う場合は、委員及び事務局員その他委員会の会議に出席した者は、委

員会の会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（任期） 

第９条 委員の任期は５年とする。 

 

（事務局） 

第 10 条 委員会の事務局は、教育委員会総合図書館運営課において行う。 

 

（委任） 

第 11 条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年５月 12日から施行する。 
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福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会傍聴要綱 

 

（傍聴の手続） 

第１条 福岡市総合図書館に係る指定管理者選定・評価委員会の会議を傍聴しようとする者は、

係員の指示に従って、傍聴席に着かなければならない。 

２ 傍聴の受付は、会議の開会予定時刻の 15 分前から開会予定時刻までの間行うものとする。 

３ 傍聴人の定員は、10 人とする。ただし、委員⾧が必要があると認めるときは、これを増員も

しくは減員することができる。 

４ 会議を傍聴しようとする者が定員を超える場合は、抽選により傍聴人を決定するものとする。 

 

（入場の制限） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。 

（１）酒気を帯びていると認められる者 

（２）ポスター、ビラ、拡声器等会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

（３）前２号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者 

 

（傍聴人の遵守事項） 

第３条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）みだりに傍聴席を離れること 

（２）私語、談話又は拍手等をすること 

（３）議事に批評を加え、又は賛否を表明すること 

（４）飲食又は喫煙をすること 

（５）たすき等を着用し、又はプラカードを掲げる等示威的行為を行うこと 

（６）携帯電話、パソコン等の情報通信機器を使用すること 

（７）前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること 

 

（撮影及び録音） 

第４条 傍聴人は、傍聴席において、写真等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらか

じめ委員⾧の許可を得なければならない。 

 

（退場） 

第５条 傍聴人は委員⾧から退場を命じられたときは、速かに退場しなければならない。 

 

（その他の指示） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、傍聴人は委員⾧の指示に従わなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年６月 27 日から施行する。 



参考資料４ 

総合図書館に係る指定管理者制度について 

1. 指定管理者制度とは 

 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力を活用し、経費削減のみならず住民サービスの向上も実現するこ

とを目的とした制度です。 

 

【参考】地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 

公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、法人

その他の団体で本市が指定する団体（指定管理者）に、公の施設の管理を行わせること

ができる。 

 

2. 総合図書館に係る指定管理者の業務 

指定管理者制度では施設の管理運営で直営と指定管理者制度を組み合わせて行うことが

可能です。 

 総合図書館では、施設の管理に関する部分のみを指定管理者が行い、運営（図書サービス

等）に関する部分は直営で行います。 

東図書館と早良南図書館では、運営業務の一部を指定管理者が行います。なお、各分館の

ある東市民センター「なみきスクエア」と早良南地域交流センター「ともてらす早良」の施

設管理業務は、市民局が別途選定した指定管理者が行います。） 

 

3. 指定管理者の導入 

（１） 総合図書館 

平成 28 年度より指定管理者制度を導入。 

現指定管理者：よかたい図書館共同事業体（平成 28～令和 2 年度、令和 3～7 年

度） 

（２） 東図書館 

平成 28 年度より指定管理者制度を導入。 

現指定管理者：福岡市東図書館管理運営共同企業体（平成 28～令和 2 年度、令

和 3～7 年度） 

（３） 早良南図書館 

令和 3 年 11 月の開館と同時に指定管理者制度を導入。 

現指定管理者：株式会社図書館流通センター（令和 3 年 11 月～令和 7 年度） 
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4. 指定管理者が管理を行う施設の概要 

(1) 福岡市総合図書館 

① 休館日等 

休館日 

毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌平日） 

月の末日（土・日・月・休日の場合は直後の土・日・月・休日でない日） 

年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日） 

図書整理期間 

開館時間 
火曜日～土曜日 午前 10 時～午後 8 時 

日曜日・休日 午前 10 時～午後 7 時 

② 指定管理者業務の範囲 

運営業務 管理業務 

【直営】 

図書サービス業務（選書、図書整理、排架、

貸出、返却、レファレンス等）※一部業務委

託 

図書資料、映像資料等を活用した調査研究、

普及事業 

学校図書館や地域読書活動への支援 

総合図書館新ビジョンの推進 等 

【指定管理】 

建物・施設附帯設備管理全般（設備保守・点

検、警備、清掃等。駐車場を含む。） 

会議室等の使用許可、使用料徴収 

施設案内 等 

【直営】 

⾧期保全計画に基づく施設設備更新工事 

図書館ホームページおよび図書館システム

の管理・運用 

 

(2) 福岡市東図書館、福岡市早良南図書館 

① 休館日等 

休館日 

毎月最終月曜日（最終月曜日が休日の場合は直後の休日でない日） 

年末年始（12 月 28 日～1 月 3 日） 

図書整理期間 

開館時間 午前 9 時～午後 8 時 

② 指定管理者業務の範囲 

 運営業務 管理業務 

施設全体 【指定管理（市民局）】 

施設利用許可、使用料徴収 等（一部直営） 

建物管理、設備保守点検、警備、清掃等 

図書館分館 【指定管理】 

図書サービス業務（図書整理、排架、貸

出、返却、レファレンス、利用案内 等） 

読書普及事業 

 

 【直営】図書資料の収集・保存  
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選定・評価委員会について 

1. 選定・評価委員会の設置 

 福岡市教育委員会では、総合図書館、東図書館および早良南図書館の指定管理者の候補者を選

定するとともに、指定管理業務の実施状況を点検評価するため、「福岡市総合図書館に係る指定管

理者選定・評価委員会」（以下「選定・評価委員会」という。）を設置します。 

 

【参考】福岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する要綱第 9 条第 3 項 

施設所管局は、指定管理者を公募する場合は、その候補者の選定等の参考となる意見を収集す

るための機関（選定委員会）を設定するものとする。 

 

2. 選定・評価委員会の役割 

選定・評価委員会の役割は大きく分けて以下の 3 点あります。 

① 指定管理者の候補者の選定のため、募集要項や審査基準の検討を行う。 

② 応募団体から提出される書類（提案書等）について、書類審査やヒアリングで詳細な内

容を把握し、教育委員会が次期指定管理者を選定するうえで参考となる意見を述べる。 

③ 指定管理者に対する市の評価が適切に行われているかを確認し、意見を述べる。 

 

【参考】指定管理者の選定・評価のサイクル 

 

3. 応募書類の審査 

 指定管理者候補者の選定は、選定・評価委員会での評価点の合計、高得点をつけた委員の

割合、委員の個別意見等を総合的に勘案して、教育委員会が行います。 

選定・評価委員会は、教育委員会が最終決定をするにあたり、その参考とするための意見を

いただく場であるため、多数決等で「委員会としての最終結論」を出すことはありません。 
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4. 会議の公開・非公開 

 応募者による提案発表および提案審査を内容とする選定・評価委員会については非公開と

します。会議を非公開で行う場合は、委員は知り得た情報についての守秘義務があります。 

(1) 第 1 回会議・・・一部公開 

① 募集要項案について（公開） 

② 選定基準案について（非公開） 

※選定基準案については、会議を公開することにより適正な選定に支障が生じるため非

公開とします。 

(2) 第 2 回会議・・・一部公開 

① 現指定管理者の令和 6 年度事業報告ヒアリング（公開） 

② 令和 6 年度評価に関すること（非公開） 

※各指定管理者の管理運営業務に対する評価については、会議を公開することにより、

適正な評価に支障が生じるため非公開とします。 

(3) 第 3 回・第 4 回会議・・・非公開 

① 応募者のヒアリング（非公開） 

② 候補者の選定に関すること（非公開） 

※応募者による施設の管理運営の事業計画（ノウハウ等を含む）及び経営状況を対象と

した協議を行うため、公開することにより応募者の権利、競争上の地位に不利益が生じ

るおそれがあるため非公開とします。 

 

5. 応募者との利害関係 

 応募者との利害関係人と判断される委員は、選定・評価委員会の会議に出席することができま

せん。応募者が確定した段階で、利害関係人の定義に該当しないかどうかを確認の上、誓約書に

ご署名いただきます。 

 また、応募者が委員に対し不正な働きかけを行った場合は、当該応募者は指定管理者候補者と

なる資格を失います。 

 

【参考】応募者と利害関係人の定義 

① 審査を受ける団体（＝応募者）に現在所属しているか若しくは直近の５年間において所属し

たことがある選定委員  

② 審査を受ける団体の役員の父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは同居人にあた

る選定委員  

③ 審査を受ける団体が提案する業務の中で、役割分担または共同作業を行うこととなっている

団体に現在所属しているか若しくは直近の５年間において所属したことがある選定委員  

④ 審査を受ける団体と直近の１年間において毎月１回以上の頻度で直接的な商取引がある選定

委員  

⑤ 審査を受ける団体と直近の１年間において毎月１回以上の頻度で直接的な商取引がある者の

父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは同居人にあたる選定委員  

⑥ 審査を受ける団体と直近の１年間において毎月１回以上の頻度で直接的な商取引がある団体
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に現在所属しているか若しくは直近の３年間において所属したことのある選定委員  

⑦ 審査を受ける団体が提案する業務と直接的な競争関係にある選定委員  

⑧ 審査を受ける団体が提案する業務と直接的な競争関係にある者の父母、祖父母、配偶者、子、

孫、兄弟姉妹若しくは同居人にあたる選定委員  

⑨ 審査を受ける団体が提案する業務と直接的な競争関係にある団体に現在所属しているか若し

くは直近の３年間において所属したことがある選定委員  

⑩ 審査を受ける団体に債務のある選定委員  

⑪ その他事務局が利害関係人と判断した選定委員 



参考資料６



参考資料７

選定スケジュール

令和7年

6月18日（水）15時～

6月26日（木）

6月26日（木）10時

　～8月20日（水）17時

7月9日（水）

7月15日（火）10時

　～7月23日（水）12時

7月23日（水）15時～

7月29日（火）

7月30日（水）10時

　～8月20日（水）17時

8月22日（金）（予定）

9月2日（火）10時～

9月10日（水）13時～

9月下旬（予定）

11月（予定）

12月

令和8年

1月（予定）

2月（予定）

4月1日（水） 指定管理業務開始

（12月議会で議案可決の場合）

指定管理者の指定

募集説明会（総合：14時～、東・早良南：16時～）

募集要項に関する質問受付

第2回指定管理者選定・評価委員会

 ・現指定管理者の令和6年度評価

募集要項に関する質問の回答

応募書類の受付

選定委員への応募書類の事前配布

第3回指定管理者選定・評価委員会

 ・指定管理者候補者の選定（事業者ヒアリング・意見交換）

第4回指定管理者選定・評価委員会

 ・指定管理者候補者の選定（事業者ヒアリング・意見交換）

指定管理者候補者の決定及び公表

指定管理者候補者との仮協定の締結

福岡市議会12月議会に指定管理者指定議案を提出

第1回指定管理者選定・評価委員会

 ・募集要項案について

 ・選定基準案について

公募の告示（市公報掲載）

募集要項の配布

指定管理者との基本協定締結
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